
令和８年度　長沼町未来をひらく人づくり事業 

青少年芸術文化大会出場費助成事業実施要項 

 

１　趣　　旨　   長沼町未来をひらく人づくり基金条例に基づき、青少年におけ

る芸術文化に関する大会に出場する個人又は団体に対し、その

費用の一部を助成します。 

 

２　主　　催　   長沼町 

 

３　事業期間　   令和８年４月から令和９年３月までに行う大会 

 

４　対 象 者　   下記の個人または団体が対象となり、同一対象者への助成は、

事業期間内において、「５対象となる大会」の種類ごとに１回

を限度とします。 

                 【個人】 

・町内に住所を有し、かつ、個人種目に出場する選手であっ

て、小学校、中学校又は高等学校に在学する児童又は生徒。 

・個人種目に出場する者の指導者。ただし、町内において指

導を行う者に限る。 

・団体種目の大会規定等により団体の構成員として認められ

た選手、監督等で構成される団体が大会に出場する場合に

おける当該団体の構成員である個人(小学校、中学校又は

高等学校に在学する町内に住所を有する児童又は生徒に

限る。) 

                 【団体】 

・団体種目の大会規定等により団体の構成員として認められ

た選手、監督等で構成される町内に所在する団体で、全構

成員の３分の２以上が町内の小学校、中学校又は高等学校

に在学する児童又は生徒により構成される団体及びその

団体の指導者 

 

５　対象となる大会　   助成対象者が地区の予選大会で優秀な成績を収めて出場する

大会であって、次のいずれかに該当する国際大会または全国大

会とします。 

・国又は地方公共団体が主催、共催又は後援する大会 

・芸術文化活動の振興を主たる目的とする団体が主催する大会 

※優秀な成績とは… 

(1)優勝すること。 

(2)種目別における参加する人数又は団体数の上４分の１以 



内に入賞すること。 

(3)その地区の予選大会の上位の大会に参加することができ

る標準記録に達したことにより当該上位の大会の出場権

を得ること。 

また、上記の大会以外でも、次のいずれかに該当する大会は対

象となります。 

・助成対象者が特定の選考大会(地区の予選大会に準ずる大会

と町長が認める大会をいう。)の成績により、全国又は全道

を統括する競技団体から上位の大会へ出場することの推薦

を受けた場合に出場する当該上位の大会 

・助成対象者が全国又は全道を統括する競技団体から日本代表

又は北海道代表として選抜された場合に出場する国際大会

又は全国大会 

 

６　対象とならない大会　  ・学校教育活動の一つとして行われる大会で、下記の法人又は

団体が主催又は共催する大会 

〇全国高等学校文化連盟 

〇一般社団法人全日本吹奏楽連盟 

〇北海道中学校文化連盟 

・営利を目的とする大会 

・教授所、教室等が行う成果発表会その他の交流大会に類する

大会 

・前項目に掲げる大会に類する大会 

 

７　対象経費　  ・渡航経費(航空賃、船賃、鉄道賃、車賃など) 

・滞在費(宿泊料、食費など) 

・大会参加費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８　助成金の額　  助成金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額とし、１人に

つき、次の表に掲げる助成限度額内とします。 

      

※助成金の合計額は２０万円を限度とします。 

　　 ※当該事業に対して、国、道及び他団体からの助成等がある場合には、対象

経費から控除します。 

　　 ※国内の大会における宿泊料及び食卓料については上限があります。 

 

 

９　申請書類　　申請をされる場合は、次の書類を提出願います。 

・芸術文化・スポーツ大会出場費助成申請書 

・大会出場の確認できる書類 

・団体の場合は、大会出場者の名簿 

 

10　決定通知　　申請受付後、内容を審査し助成の可否を決定し、申請者へ通知

します。 

 

11　問い合わせ先　　長沼町教育委員会　社会教育課社会教育係

 
大会の種類 助成限度額

 
国際大会 国外開催 30,000 円

 
国内開催 道外開催 20,000 円

 
道内開催 5,000 円

 
全国大会 道外開催 20,000 円

 
道内開催 5,000 円


